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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　股下領域における幅方向中央部に位置する中央吸収部、該中央吸収部の両側縁の外方に
それぞれ長手方向に沿って形成されたレッグ吸収部、及び両レッグ吸収部それぞれの外側
縁の外方に形成され、吸収体が配されていないエッジフラップ部を有する使い捨ておむつ
において、
　前記レッグ吸収部及び前記エッジフラップ部に、それぞれ、おむつの長手方向に沿って
弾性部材が配設されており、
　前記エッジフラップ部の長手方向の収縮率が前記レッグ吸収部の長手方向の収縮率より
も大きく、自然状態において、両レッグ吸収部が、それぞれおむつの幅方向内方に向かっ
て凸状に湾曲しており、
　少なくとも股下領域における前記中央吸収部と前記レッグ吸収部との間に収縮力緩衝領
域が長手方向に沿って形成されており、
　おむつ着用時に、前記レッグ吸収部の肌側面が、着用者の脚廻りに沿うように配される
ようになされている使い捨ておむつ。
【請求項２】
　背側領域の左右両側縁部に、少なくとも一対の止着手段が設けられており、該背側領域
におけるウエスト開口縁部の近傍に、ウエストギャザー形成用のウエスト部弾性部材が幅
方向に配設されている請求項１に記載の使い捨ておむつ。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、漏れ防止性及び補助吸収具の収納・保持性に優れ、また、装着性及び股間部の
フィット性にも優れた使い捨ておむつに関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
従来、使い捨ておむつにおいては、脚廻りからの漏れを防止することが一つの課題であり
、特公平５－３３６３０号公報には、吸収体を、人体に適合する幅の中央吸収部と、その
外側に設けられた外側吸収部とから形成することにより、股間部の密着性を高め、それに
より漏れ防止性能を向上させた使い捨ておむつが記載されている。
しかし、この使い捨ておむつにおいては、中央吸収部から漏れ出した便や尿は、比較的容
易に外側吸収部に達し、特に排泄量が多い場合などには、外側吸収部を越え、おむつ側縁
に達して漏れを生じる恐れがある。また、この使い捨ておむつにおいては、外側吸収部が
、着用者の身体形状に沿って変形しにくいため、装着性及び股間部のフィット性に劣るも
のであった。
また、近年、介護等における経済的・労力的な負担を軽減するため、補助吸収具を使い捨
ておむつと共に併用することが行われているが、従来の使い捨ておむつは、補助吸収具の
収納性・保持性に劣っており、その改善が望まれていた。
【０００３】
また、特許２７１２０４４号には、吸収体の外側縦方向に吸収性材料からなる立体堰を設
けた使い捨ておむつが記載されているが、この使い捨ておむつも上述した使い捨ておむつ
と同様の問題を有するものであった。
【０００４】
従って、本発明の目的は、漏れ防止性及び補助吸収具の収納・保持性に優れ、また、装着
性（容易に装着できる性質）及び股間部のフィット性にも優れた使い捨ておむつを提供す
ることにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明は、股下領域における幅方向中央部に位置する中央吸収部、該中央吸収部の両側縁
の外方にそれぞれ長手方向に沿って形成されたレッグ吸収部、及び両レッグ吸収部それぞ
れの外側縁の外方に形成され、吸収体が配されていないエッジフラップ部を有する使い捨
ておむつにおいて、前記レッグ吸収部及び／又は前記エッジフラップ部に、長手方向に沿
って弾性部材が配設されており、前記エッジフラップ部の長手方向の収縮率が前記レッグ
吸収部の長手方向の収縮率よりも大きく、自然状態において、両レッグ吸収部が、それぞ
れおむつの幅方向内方に向かって凸状に湾曲している使い捨ておむつを提供することによ
り、上記目的を達成したものである。
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をその好ましい実施形態に基づいて説明する。
本実施形態の使い捨ておむつ１は、図１～３に示すように、液透過性の表面シート２、液
不透過性の裏面シート３、及び両シート２、３間に介在された液保持性の中央吸収体４を
備え、実質的に縦長に形成されており、着用時に着用者の背側に配される背側領域Ａの両
側縁部に、止着手段としてのファスニングテープ５，５が二対設けられている、展開型の
使い捨ておむつである。
【０００７】
本使い捨ておむつ１は、その外形が、長手方向の中央部分が幅狭に括れた略砂時計状の形
状を有しており、表面シート２及び裏面シート３は、それぞれ、おむつの外形に等しい外
形を有している。中央吸収体４は、長手方向中央部分が括れた砂時計状の形状を有し、使
い捨ておむつ１の幅方向中央部における表面シート２及び裏面シート３間に、その長手方
向をおむつ１の長手方向と一致させるようにして挟持固定されている。
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【０００８】
背側領域Ａには、該背側領域Ａにおけるウエスト開口縁部（着用時にウエスト開口部の背
中側の縁部を形成する部分）１１の近傍に、幅方向に沿ってウエストギャザー形成用のウ
エスト部弾性部材１３が配設されている。
着用時に着用者の腹側に配される腹側領域Ｂの外表面には、ファスニングテープ５，５を
止着するためのランディングゾーン（図示せず）が設けられている。
【０００９】
本発明の使い捨ておむつ１は、股下領域Ｕにおける幅方向中央部に位置する中央吸収部Ｃ
、該中央吸収部Ｃの両側縁Ｃ１，Ｃ１の外方にそれぞれ長手方向に沿うように形成された
レッグ吸収部Ｄ，Ｄ、及び両レッグ吸収部Ｄ，Ｄそれぞれの外側縁Ｄ１，Ｄ１の外方に形
成され、吸収体が配されていないエッジフラップ部Ｅ，Ｅを有している。
【００１０】
中央吸収部Ｃ及びレッグ吸収部Ｄ，Ｄは、図１に示すように使い捨ておむつ１を緊張状態
（各部の弾性部材を伸長させて平面状に拡げた状態）として平面視したときに、それぞれ
厚み方向の内部に液保持性の吸収体４，６，６が存在する領域であって、両者は、吸収体
が配されていないか又は吸収体が配されているがその吸収体の坪量が両者に配されている
吸収体の坪量よりも低い中間領域Ｆ，Ｆにより画成されている（図２参照）。
【００１１】
本実施形態の使い捨ておむつ１においては、中央吸収部Ｃには中央吸収部４が配され、レ
ッグ吸収部Ｄ，Ｄにはレッグ吸収体６，６が配されている。
レッグ吸収体６，６は、それぞれ、帯状をなしており、その長手方向をおむつ１の長手方
向と一致させるようにして、中央吸収体４の長手方向の両側縁より幅方向外方に延出した
表裏面シート２，３間にそれぞれ挟持固定されている。また、両レッグ吸収体６，６は、
レッグ吸収体６，６よりも坪量の低い吸収体（中間領域Ｆに配された吸収体）を介して中
央吸収体４と一体化されている。
【００１２】
本発明において、レッグ吸収部Ｄ，Ｄは、少なくとも股下領域Ｕにおける長手方向の一部
に設けられていれば良いが、股下領域Ｕから背側領域Ａ及び腹側領域Ｂの少なくとも一方
に亘って設けられていることが好ましく、本実施形態におけるように、股下領域Ｕから背
側領域Ａ及び腹側領域Ｂの両方に亘って設けられていることが一層好ましい。
【００１３】
本実施形態の使い捨ておむつ１における表面シート２及び裏面シート３は、それぞれ、レ
ッグ吸収体６の外側縁６１の位置よりも幅方向外方に向かって更に延出し、延出した両シ
ート２，３によりおむつ１の両側縁部にエッジフラップ部Ｅ，Ｅが形成されている。
本実施形態の使い捨ておむつ１においては、おむつ１の左右両側におけるエッジフラップ
部Ｅ及びレッグ吸収部Ｄそれぞれに、おむつの長手方向に沿って、それぞれ複数の弾性部
材７ａ～７ｄが配設されている。具体的には、各エッジフラップ部Ｅに、二本の弾性部材
７ａ，７ｂが配されており、レッグ吸収部Ｄに、二本の弾性部材７ｃ，７ｄが配されてい
る。尚、弾性部材７ａ，７ｂは、エッジフラップ部Ｅを形成する表裏面シート２，３間に
挟持固定されており、弾性部材７ｃ，７ｄは、レッグ吸収体６と裏面シート３との間に挟
持固定されている。
【００１４】
本発明の使い捨ておむつは、長手方向の左右両側それぞれにおいて、股下領域Ｕにおける
エッジフラップ部Ｅの長手方向の収縮率が、レッグ吸収部Ｄの長手方向の収縮率よりも大
きい。
ここで、エッジフラップ部Ｅ及びレッグ吸収部Ｄそれぞれの長手方向の収縮率は、以下の
ようにして測定される。
（収縮率の測定方法）
使い捨ておむつを図１に示すような緊張状態（各部の弾性部材を伸長させて平面状に拡げ
た状態）とし、その状態において、股下領域Ｕにおけるエッジフラップ部Ｅの外側縁１３
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上、及びレッグ吸収部Ｄの内側縁Ｄ２上（レッグ吸収体６の内側縁６２上と同じ）上に、
それぞれ２点を定め、それぞれにおける、２点間の長手方向の最短距離をａとする。次に
緊張状態を解除し、外力がかからない状態（自然状態）における前記２点間の最短距離を
ｂとする。
収縮率は、次式を用いて求める。
収縮率（％）＝｛（ａ－ｂ）／ａ｝×１００
そして、エッジフラップ部の外側縁の収縮率を「エッジフラップ部Ｅの収縮率」とし、レ
ッグ吸収部Ｄの内側縁の収縮率を「レッグ吸収部の収縮率」とする。
尚、エッジフラップ部Ｅの外側縁上、及びレッグ吸収部Ｄの内側縁上にとる２点は、原則
として、股下領域Ｕと背側領域Ａとの境界線上に１点をとり、股下領域Ｕと腹側領域Ｂと
の境界線上に他の１点をとる。また、使い捨ておむつの股下領域Ｕとは、使い捨ておむつ
１を長手方向に４等分した４つの領域の内の内側２領域をいう。
【００１５】
前記レッグ吸収部Ｄの収縮率Ｑに対するエッジフラップ部Ｅの収縮率Ｐの比（Ｐ／Ｑ）は
、レッグ吸収部Ｄの湾曲によって形成される防漏壁の形成性の向上及びその効果に由来す
る防漏性、装着性、補助吸収具の収納・保持性、股間部（股下）のフィット性の向上の観
点から１．１～３．０、特に１．３～２．０であることが好ましい。また、同様の観点か
ら、エッジフラップ部Ｅの収縮率は２０～７０％、特に３０～６０％が好ましく、レッグ
吸収部Ｄの収縮率は５～５５％、特に１５～４５％が好ましい。
【００１６】
本発明の使い捨ておむつ１は、このようにエッジフラップ部Ｅの長手方向の収縮率が、レ
ッグ吸収部Ｄの長手方向の収縮率よりも大きいことにより、レッグ吸収部Ｄが自然状態に
おいて後述する湾曲した形態となる。
エッジフラップ部Ｅに弾性部材を配さない場合においても、例えばレッグ吸収部Ｄの外側
縁寄りに高弾性を付与し、かつエッジフラップ部の剛性をレッグ吸収部Ｄより極端に弱く
する等により、該レッグ吸収体Ｄを内方に向けて凸状に湾曲させることができる。但し、
斯かる湾曲を確実にし、防漏壁の形成性、補助吸収具等の収納・保持性、足周りのフィッ
ト性等の向上効果を確実に発現させ、また、斯かる効果を一層向上させる観点から、エッ
ジフラップ部Ｅに、弾性部材が配されていることが好ましい。エッジフラップ部Ｅに弾性
部材が配されている場合には、その弾性部材の収縮力が、レッグ吸収部Ｄの収縮により失
することがない。
【００１７】
また、本発明の使い捨ておむつ１は、図３に示すように、自然状態において、レッグ吸収
部Ｄ，Ｄが、それぞれおむつの幅方向の内方に向けて凸状に湾曲している。ここで、自然
状態とは、使い捨ておむつを、その表面シート側（肌側に向けられる面側）が上向きなる
ように水平面上に載置し、各弾性部材の伸長状態を解除した状態をいう。
本実施形態の使い捨ておむつ１においては、レッグ吸収部Ｄ，Ｄは、それぞれ、その全体
が円弧状をなすように湾曲している。
【００１８】
本実施形態の使い捨ておむつ１は、少なくとも股下領域において、中央吸収部Ｃとレッグ
吸収部Ｄ，Ｄそれぞれとの間に所定幅の収縮力緩衝領域が形成されている。本実施形態に
おいては、上記中間領域Ｆ，Ｆが収縮力緩衝領域である。ここで、収縮力緩衝領域とは、
該領域をレッグ吸収部Ｄで形成した場合に比べ、該領域の長手方向に沿った内側縁の収縮
率が小さく、外側縁の収縮率が大きい領域を言う。
このような収縮力緩衝領域を設けることにより、レッグフラップ部（レッグ吸収部Ｄとエ
ッジフラップ部Ｅとを合わせた領域）の収縮力が緩衝され中央吸収部Ｃのヨレが防止され
る。また、レッグ吸収部Ｄを収縮率の大きいエッジフラップ部Ｅと収縮率の小さい収縮力
緩衝領域で挟み込むことにより、股下領域Ｕにおけるレッグ吸収部Ｄの湾曲が確実に達成
される。即ち、股下領域Ｕにおける収縮力緩衝領域周辺でレッグ吸収体Ｄ，Ｄがそれぞれ
内側に括れるように確実に湾曲し、防漏壁形成性及び補助吸収具等の収納・保持性を一層
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確実に向上させることができる。
収縮力緩衝領域を形成する方法（手段）としては、中央吸収部Ｃとレッグ吸収部Ｄとの間
を、▲１▼該レッグ吸収部Ｄよりも剛性の低い部材（複数部材でも良い）で構成する（例
えば、表裏面シート間に、レッグ吸収体６よりも低坪量の吸収体を配する構成、或いは吸
収体を存在させない構成等）、▲２▼収縮力を吸収するウレタン等のクッション材で構成
する（表裏面シート間にクッション材を配置しても良い）、等が挙げられる。本実施形態
においては、表裏面シート２，３間に、中央吸収体４及びレッグ吸収体６よりも坪量の低
い吸収体を配した構成である。
尚、収縮力緩衝領域の長手方向の収縮率は、収縮力緩衝領域の内側縁上（中央吸収部Ｃの
外側縁Ｃ１上と同じ）の収縮率を上述したレッグ吸収部Ｄ等の収縮力の測定方法と同様に
して測定する。
【００１９】
収縮力緩衝領域を設ける場合、該収縮力緩衝領域には、レッグ吸収部Ｄの収縮率よりも収
縮率が小さい限りにおいて弾性部材が配されていても良いが、中央吸収部Ｃのヨレ防止の
観点から配されていないことが好ましい。
【００２０】
本実施形態の使い捨ておむつ１の各部の形成材料について説明すると、表面シート２、裏
面シート３、中央吸収体４、ファスニングテープ５及びランディングゾーン（図示せず）
の形成材料としては、それぞれ、従来、使い捨ておむつに用いられている各種のものを特
に制限なく用いることができる。
【００２１】
レッグ吸収体６の形成材料としては、使い捨ておむつ等における吸収体に従来用いられて
いるものを特に制限なく用いることができ、例えば、レーヨン、セルロース等の天然素材
の親水性繊維の集合体や、ポリエチレン、ポリプロピレン等の合成繊維を表面処理したも
のの集合体、これらの繊維集合体に吸水性ポリマーを保持させたもの等を用いることがで
きる。
【００２２】
弾性部材７ａ～７ｄ及びウエスト部弾性部材１３それぞれの形成素材としては、天然ゴム
、合成ゴム、スパンデックス等の各種のものを用いることができ、それぞれの形態として
は糸状、帯状、フィルム状等の各種のものを用いることができる。特に、弾性部材７ａ～
７ｄは、足回りの収縮性、加工性、コストの観点から、糸ゴム又は平ゴム、特に平ゴムが
好ましい。
【００２３】
本実施形態の使い捨ておむつ１は、通常の展開型の使い捨ておむつと同様にして着用者に
装着されて使用される。
本実施形態の使い捨ておむつ１によれば、レッグ吸収部Ｄ，Ｄが、それぞれおむつの幅方
向内方に向けて凸状に湾曲するため、おむつの装着状態において、中央吸収部Ｃとレッグ
吸収部Ｄとの間に位置する中間部分Ｆ，Ｆが、図４に示すように、着用者Ｍの肌に対して
角度をなすように起立し防漏壁（立体障壁）として機能する。従って、漏れ防止性、特に
脚廻りからの漏れ防止性に優れている。
【００２４】
また、中央吸収部Ｃとレッグ吸収部Ｄとの間に位置する中間部分Ｆ，Ｆが起立することに
より、使い捨ておむつ１の内表面上に、補助吸収具２０を安定的に保持し得る凹状のポケ
ットＳが形成され、補助吸収具２０を内表面上に配して併用する場合における補助吸収具
２０の収納・保持性が向上する。例えば、固定手段を有しない補助吸収具２０であっても
装着中に位置ズレを生じにくく、また、補助吸収具２０の配置又は交換を極めて容易且つ
迅速に行うことができる。図４に示す補助吸収具２０は、液透過性の表面シート２２、液
不透過性の防漏シート２３及び両シート２２，２３間に介在された液保持性の吸収体２４
を具備し、実質的に縦長に形成された補助パッドであり、その長手方向を、使い捨ておむ
つ１の長手方向に一致させるようにして、前記ポケットＳ内に配置されている。
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【００２５】
また、レッグ吸収部Ｄ，Ｄが、それぞれおむつの幅方向内方に向けて凸状に湾曲した状態
で、脚回りにフィットするため、おむつの装着も容易であり、また、股間部におけるフィ
ット性に優れている。
【００２６】
また、本実施形態の使い捨ておむつ１においては、レッグ吸収部Ｄにもおむつの長手方向
に沿って弾性部材７ｃ，７ｄが配されているため、着用時に、該レッグ吸収部Ｄの肌側面
が、図４に示すように、着用者Ｍの脚廻りに対して良好に密着する。そのため、中央吸収
部Ｃの側方に尿等が漏れ出しても、おむつの側縁部に達することなく、レッグ吸収部Ｄに
おいて確実に吸収される。しかもその外側に位置するエッジフラップ部Ｅにも弾性部材７
ａ，７ｂが配されているため、股下領域に２重のモレ防止手段が形成され、股下領域から
の排泄物の漏れが一層確実に防止される。
また、レッグ吸収部Ｄに弾性部材７ｃ，７ｄが配設され、且つレッグ吸収部Ｄ及び中央吸
収部Ｃ間に収縮力緩衝領域（中間領域Ｆ）が形成されていることにより、股下領域におけ
る収縮力緩衝領域周辺において、レッグ吸収部Ｄがより確実に内側に湾曲し、防漏壁形成
性及び補助パッド等の補助吸収具の保持性が大幅に向上する。
【００２７】
尚、レッグ吸収部Ｄに弾性部材を配設する場合の該弾性部材は、該領域における厚み方向
の何れの部位に配設されていてもよいが、該領域を確実に大腿部にフィットさせる観点、
あるいはレッグ吸収部Ｄがおむつの内表面側に倒れ込むのを防止する観点から、厚み方向
におけるレッグ吸収体６よりも外表面側に配設されていることが好ましい。その際、レッ
グ吸収体の裏面側に固定用シート（図示せず）を該レッグ吸収体に当接させて配設し、該
固定用シートと裏面シートの間に弾性部材を挟持固定させることが、該弾性部材の抜けに
よる収縮力低下を防止する観点から好ましい。
【００２８】
また、本実施形態の使い捨ておむつ１においては、背側領域Ａの左右両側縁部に、少なく
とも一対の止着手段としてのファスニングテープが設けられており、該背側領域Ａにおけ
るウエスト開口縁部１１の近傍に、ウエストギャザー形成用のウエスト部弾性部材１３が
配設されているため、装着も極めて容易である。
即ち、レッグ吸収部Ｄが湾曲すると、その湾曲の度合いによっては、止着手段が配設され
た、背側領域の両側縁部を形成する背側フラップが、股下領域寄りに傾斜して装着性が低
下する恐れがあるが、ウエスト開口縁部１１の近傍に、ウエストギャザーを形成させて幅
方向の伸縮性を持たせることにより、前記背側フラップの股下領域Ｕ方向への傾斜を防止
できる。また、ウエストギャザーを配することにより、脚回りの防漏効果向上のみでなく
、ウエスト開口部からの漏れも一層確実に防止することが可能となる。尚、防漏効果向上
の観点から、腹側領域Ｂにも背側領域Ａと同様にウエスト弾性部材が配されていることが
好ましい。
【００２９】
上述した諸効果の１つ又はそれ以上を効率的に発現させる観点から、使い捨ておむつ１は
、それぞれ股下領域Ｕにおける、中央吸収部Ｃ（中央吸収体４）の幅Ｌ１（図２参照）が
５～２５ｃｍであることが好ましく、中間領域Ｆ（収縮力緩衝領域）の幅Ｌ２が０．５～
１０ｃｍであることが好ましく、レッグ吸収部Ｄ（レッグ吸収体６）の幅Ｌ３が１～１０
ｃｍであることが好ましい。また、同様の観点から、股下領域Ｕにおける使い捨ておむつ
１の最小幅Ｌに対する中央吸収部Ｃの幅Ｌ１の比（Ｌ１／Ｌ）が０．１～０．８であるこ
とが好ましく、使い捨ておむつ１の最小幅Ｌに対する中間領域Ｆ（収縮力緩衝領域）の幅
Ｌ２の比（Ｌ２／Ｌ）は０．０１～０．３であることが好ましく、股下領域Ｕにおける使
い捨ておむつ１の最小幅Ｌに対するレッグ吸収部Ｄの幅Ｌ３の比（Ｌ３／Ｌ）は０．０２
～０．３であることが好ましい。ここで、各部の寸法や比は、おむつを図１に示すように
緊張状態で計測した寸法及びそれに基づくものである。
【００３０】



(7) JP 4315602 B2 2009.8.19

10

20

30

40

50

本発明は、上述した実施形態に制限されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内において適
宜変更可能である。
例えば、レッグ吸収体６の配置形態としては、中央吸収体４とレッグ吸収体６とを離間さ
せずにスリットを介して隣接するように配置させた形態、レッグ吸収体６が背側領域Ａ及
び／又は腹側領域Ｂにおいて中央吸収体４に一体的に連設された形態とすることもできる
。後者の形態は、背側領域Ａ及び／又は腹側領域Ｂにおける漏れ防止性能の一層の向上の
観点から優れている。
【００３１】
また、中央吸収体とレッグ吸収体は一体的に構成することが加工工程の簡略化等の理由に
より好ましい。一体的に構成する方法としては、▲１▼幅方向に低密度領域を付与する、
▲２▼長手方向にスリットを入れる等の処理を施す、▲３▼大幅の吸収体の幅方向中央に
小幅の吸収体を積層すると共に、該大幅の吸収体の両側縁部を、該小幅の吸収体の両側縁
部との間に所定の隙間が形成されるように、該大幅の吸収体の該小幅の吸収体を積層させ
た面側に折り返す、等の方法により、中央吸収体、収縮力緩衝領域、レッグ吸収体を同時
に形成させることが好ましい。
【００３２】
また、中央吸収体及び／又はレッグ吸収体には、それぞれの長手方向と平行なエンボス又
は長手方向に対して傾斜したエンボスを付与することが好ましい。エンボスを付与するこ
とにより吸収体のヨレが防止され且つ尿等の液がエンボスのラインに沿って長手方向に拡
散するため、吸収体を効率よく使用することができる。
また、レッグ吸収体の外側縁から尿等の液が漏出することを防止するために、レッグ吸収
体の外側縁は撥水のシートで覆われていることが好ましい。
更に、防漏効果向上の目的で立体ギャザーを配設することもできる。立体ギャザーの配設
する場合の配設位置には特に制限はないが、中央吸収体４上に固定端を形成し、また、該
固定端よりもおむつの幅方向外方に延出した立体ギャザー形成用のシート材がレッグ吸収
体上にかからないことが好ましく、該シート材が中央吸収体の外側縁を覆わないことがよ
り好ましい。
本発明においては、レッグ吸収部が湾曲して盛り上がることで防漏壁が形成されるため、
特に立体ギャザーを配設する必要はない。立体ギャザーを配設する場合は、液透過性及び
液不透過性の材料を使用できるが、固定部分等での親水領域の減少を防止するため液透過
性の材料を用いることが好ましい。
【００３３】
また、レッグ吸収部Ｄに弾性部材７ｃ，７ｄを配設しない形態とすることもできる。また
、両レッグ吸収部Ｄ及びエッジフラップ部Ｅそれぞれに配設される弾性部材の本数は１本
でも３本以上でも良い。更に、使い捨ておむつの各部の形状、寸法、形成材料等は、適宜
に変更することができる。更に、使い捨ておむつの各部の形状、寸法、形成材料等は、適
宜に変更することができる。
【００３４】
本発明は、パンツ型の使い捨ておむつにも適用可能であり、その場合には、おむつ両側部
のサイドシール部を剥離して展開状態としたものについて、上記実施形態の使い捨ておむ
つ１と同様にして、各部の収縮率や寸法等を測定し、また、自然状態におけるレッグ吸収
体の湾曲を判断する。尚、本発明の使い捨ておむつは、成人用のおむつとして特に適して
いる。また、補助吸収具を併用せずに使用することもできる。また、本発明の使い捨てお
むつは、補助吸収具であっても良い。
【００３５】
また、レッグ吸収部及び／又はレッグ吸収部近傍を長手方向に沿って着色し、左右の両着
色領域に挟まれた中央領域と視覚的に差別化できるようにすることが好ましい。逆に中央
領域を着色してもよい。これにより、おむつ装着時の位置決め、補助吸収具装着の位置決
めの手間が大幅に改善される。着色方法としては、例えば▲１▼表面シートの両サイドを
着色する、▲２▼吸収体の上層台紙の両サイド部分を着色する、▲３▼吸収体の下層台紙
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を着色し該台紙の両サイド部分を表面側に折り返す、等の方法が挙げられる。
【００３６】
【発明の効果】
本発明の使い捨ておむつは、漏れ防止性及び補助吸収具を併用する場合における補助吸収
具の収納・保持性に優れており、また、装着性及び股間部のフィット性にも優れたもので
ある。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の一実施形態としての使い捨ておむつを一部破断して示す平面図
である。
【図２】図２は、図１のＸ－Ｘ断面を模式的に示す断面図である。
【図３】図３は、図１の使い捨ておむつを、その表面シート側（肌側に向けられる面側）
を上に向けて自然状態とした状態を示す平面図（俯瞰図）である。
【図４】図１の使い捨ておむつの使用状態を模式的に示す断面図である。
【符号の説明】
１　　使い捨ておむつ
２　　表面シート
３　　裏面シート
４　　中央吸収体
５　　ファスニングテープ（止着手段）
６　　レッグ吸収体
７ａ～７ｄ　弾性部材
Ａ　　背側領域
Ｂ　　腹側領域
Ｕ　　股下領域
Ｃ　　中央吸収部
Ｄ　　レッグ吸収部
Ｅ　　エッジフラップ部
Ｍ　　着用者



(9) JP 4315602 B2 2009.8.19

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(10) JP 4315602 B2 2009.8.19

10

フロントページの続き

(72)発明者  伊藤　英和
            栃木県芳賀郡市貝町赤羽２６０６　花王株式会社研究所内

    審査官  山口　直

(56)参考文献  特開平０９－１７３３８１（ＪＰ，Ａ）
              特開昭５８－１１５１０５（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－１８８０６１（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６１－２９６１０３（ＪＰ，Ａ）
              実開平０２－０１０８２４（ＪＰ，Ｕ）
              実開平０６－０２１６２２（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61F  13/15-13/84
              A61F   5/44


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

